
大和市告示第８６号 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和４年５月１６日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱 

 （大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和市予防接種費用の助成に関する要綱（平成２２年大和市告示第６１号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１７，５６７円 

１２，０３４円 

１１，４９５円 

８，７０１円 

７，６５６円 

６，２２６円 

５，４０１円 

５，１４８円 

１３，２１１円 

１１，７８１円 

９，２５１円 

７，８２１円 

９，２５１円 

７，８２１円 

９，５１５円 

９，７５７円 

８，３２７円 

７，５０２円 

１２，４１９円 



１０，９８９円 

１０，１６４円 

１３，８１６円 

１２，３８６円 

１１，５６１円 

９，１１９円 

１２，４８５円 

１６，９４０円 

費用免除者 ５，３９０円 

費用免除者以外の者 ３，３９０円 

費用免除者 ８，９４３円 

費用免除者以外の者 ５，９４３円 

 （大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成に関す

る要綱の一部改正） 

第２条 大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成に

関する要綱（平成２５年大和市告示第１９８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１１，４９５円 

８，７０１円 

９，１１９円 

１２，４８５円 

５，４０１円 

５，１４８円 

１１，５６１円 

１０，１６４円 

１１，７８１円 

７，８２１円 

７，８２１円 

９，５１５円 



７，５０２円 

１６，９４０円 

費用免除者 ８，９４３円 

費用免除者以外 ５，９４３円 

 （大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱の一部改正） 

第３条 大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱（令和元年大和市告示第

９４号）を次のように改正する。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１１，４９５円 

１０，０６５円 

９，２４０円 

８，７０１円 

７，２７１円 

６，４４６円 

７，６５６円 

６，２２６円 

５，４０１円 

５，１４８円 

１３，２１１円 

１１，７８１円 

１０，９５６円 

９，２５１円 

７，８２１円 

６，９９６円 

９，２５１円 

７，８２１円 

６，９９６円 

９，５１５円 

８，６９０円 



９，７５７円 

８，３２７円 

７，５０２円 

１２，４１９円 

１０，９８９円 

１０，１６４円 

１３，８１６円 

１２，３８６円 

１１，５６１円 

９，１１９円 

８，２９４円 

１２，４８５円 

１１，６６０円 

１６，９４０円 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行し、第１条から第３条までの規定による改正後のそれぞれの要

綱の規定は、令和４年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。 

 （経過措置） 

２ 第１条から第３条までの規定による改正後のそれぞれの要綱の規定は、適用日以後に実施する

予防接種について適用し、適用日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。 

 


